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社会福祉施設等の安全の確保のための指針チェック票
社会福祉施設等の安全対策

確認項目 措置内容 チェック欄

門扉等
（指針58P）

○不審者侵入防止のため，門扉等を設置し、道路や敷地の境界線を明確にしてい
るか。

□

○事務室等から死角とならない位置に配置されているか。 □

○人の出入りを感知するセンサー付きライト等は設置されているか。 □

窓
（指針58P）

○消防署等関係機関に確認の上、防犯フィルム等をはり付けるなど、窓ガラスは
防犯性能が高いものか。

□

鍵、暗証番号
（指針59P）

○警報解除のための鍵や暗証番号を随時変更し、元職員や元利用者など関係者以
外の者が不正に侵入できないようになっているか。

□

受付
（指針59P）

○受付において来訪者を確実にチェックしているか。 □

○来訪者に識別用の来訪者証等を着用させているか。 □

○ミーティング等を行い、当日の来訪者について職員が把握しているか。 □

侵入時に備えた器具
（指針60P）

○さすまた等の不審者侵入時に備えた器具を整備しているか。 □

○さすまた等の器具は普段は利用者等が使用できないように管理されているか。 □

防犯訓練
（指針60P）

○不審者侵入等の緊急事態を想定した訓練を実施しているか。 □


